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【開会  午後２時００分】 

 

◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、令和２年第１１回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様で

す。本日の出席者は５名です。定足数の出席を認めます。よって、令和２年第１１回八雲

町教育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員に、神原伸哉委員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 議案第１号 

○教育長 日程第２ 議案第１号「令和３年度から使用する中学校用教科用図書の採択に

ついて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 議案第１号令和３年度から使用する中学校用教科用図書の採択について 

ご説明いたします。議案書１ページからになります。 

市町村立の小・中学校で使用する教科書の採択の権限は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２１条第６項により市町村教育委員会にありますが、義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律第１３条第４項の規定により、採択に当っては「市町村

の区域又はこれらの区域を併せた地域」に採択地区協議会を設け、同条第５項の規定によ

り採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科書を採択すること

となっております。 

採択地区は、その区域内で同一の教科書を使用することが適当と考えられる地域であり、

都道府県教育委員会が自然的、経済的、文化的条件を考慮して決定することとなっており

ます。 

八雲町は、渡島管内の函館市を除く１市９町で構成する北海道第２教科用図書採択地区

に属しており、構成市町の教育委員会の教育長で組織する「北海道第２地区教科書採択教

育委員会協議会」を設置し、地域内の実態に応じた教科用図書を決定するための協議を行

なってまいりました。 

また、教科用図書に関する専門的な調査研究を行なわせるため、採択地区内の市町立学

校の校長、教頭、教諭及び学識経験者等からなる「選定委員会」を設置し、６月から選定

作業を行なってまいりました。 

７月２１日に開催された協議会会議で、選定委員会より教科用図書の調査研究作業の経

過及び報告があり、協議会において採択を決定したもので、決定した各教科用図書及びそ

の理由は議案書２ページ、３ページに記載のとおりであります。 

個々の教科書の採択理由の説明は省略しますが、選定経過を踏まえ、提案のとおり令和



３年度から使用する中学校用教科用図書の採択について議決くださいますようお願い申し

上げ、提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第３ 議案第２号 

○教育長 日程第３ 議案第２号「教育財産（学校用地）の所管換えについて」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○熊石教育事務所長 教育長。 

○教育長 熊石教育事務所長。 

○熊石教育事務所長 議案第２号教育財産の所管換えについてご説明申し上げます。議案

書４ページからになります。 

 本件は、熊石地域の旧八雲町立相沼小学校用地の所管換えについて、議決を求めるもの

でございます。５ページの別紙をご覧願います。 

 所管換えの理由及び用地につきましては、平成２８年度末をもって学校統廃合により廃

校した旧相沼小学校の学校用地で、今年度校舎及び屋内運動場の解体事業を行い、議案書

に記載の八雲町熊石相沼町３３７番９から最下段３８３番までの全２２筆、地籍合計６千

７１２．２９平方メートルについて、熊石総合支所地域振興課に所管換えを行い、町で仮

称相沼地区地域会館建設事業により施設の新築整備を行い、折戸・相沼地区の地域の拠点

づくりを進めることから、用途を廃止し所管換えを行うものでございます。 

所管換え年月日は、令和２年７月３１日を予定しております。 

以上、議案第２号教育財産の所管換えについての説明とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第４ 報告第１号 

○教育長 日程第４ 報告第１号「八雲町立学校職員服務規程の一部改正について」を議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

〇学校教育課長 教育長。 

〇教育長 学校教育課長。 

〇学校教育課長  報告第１号八雲町立学校職員服務規程の一部改正について説明いたしま

す。議案書７ページからになります。 

本件は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、これまでの臨時・非常勤等職員が、



４月１日から翌３月３１日までの間で必要とされる期間を任期として勤務する「会計年度

任用職員」へと任用移行となったことから、「会計年度任用職員」の営利企業への従事等の

手続を定めたほか、「北海道立学校職員服務規程」の規定にあわせて、所要の改正を行った

ものであります。 

それでは、改正内容につきましてご説明いたします。議案書７ページをご覧願います。 

第６条の改正は、北海道立学校職員服務規程にあわせ、地方公務員法第２２条の２第１

項第１号に掲げる「会計年度任用職員」を除く学校職員が、進学講習等の業務に従事する

ときの手続を規定したほか、許可を受けた職員が異動した場合や、許可願の記載事項に変

更があった場合の手続について規定したものであります。 

第６条の２第１項から第４項までの追加は、会計年度任用職員が営利企業への従事等を

する場合の手続について規定したものであります。 

第９条の改正は、着任期限延期の手続について、北海道立学校職員服務規程にあわせ、

承認の願い出から届出に変更したものであります。 

第１４条の削除は、私事旅行の届出について北海道立学校職員服務規程にあわせ、届出

を不要としたものであり、第１４条の削除により第１５条及び第１６条をそれぞれ１条ず

つ繰り上げております。 

様式集については、このたびの改正にあわせて様式の追加や削除を行ったものでありま

す。 

附則として、施行期日を令和２年７月１日からとしております。 

以上、報告第１号八雲町立学校職員服務規程の一部改正についての説明とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

○羽田委員 教育長。 

○教育長 羽田委員。 

○羽田委員 服務規程の改訂がこの時期にしては多いのですが、先ほど説明の営利企業へ

の従事等これだけ変わるというのは、何か理由があるのでしょうか。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 地方公務員法及び地方自治法の改訂がございまして、これまで臨時的任

用職員として採用していた学校の職員が、法の改正によって会計年度任用職員に任用変更

となり、そのことによる改正でございます。その地方公務員及び地方自治法の改正の施行

期日が本年の４月１日であることから、このことにあわせて改正をしたところでございま

す。 

 併せて、これまで北海道立学校職員服務規程と八雲町立学校職員服務規程の内容が、相

違していた部分がありましたので、今回道立学校職員服務規程にあわせた改正も行ったも

のです。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 なければ、報告第１号は報告済みといたします。 

 



◎日程第５ 報告第２号 

○教育長 日程第５ 報告第２号「令和元年度八雲町教育関係施設の利用状況について」 

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 教育長。 

○教育長 社会教育課長。 

○社会教育課長 報告第２号令和元年度八雲町教育関係施設の利用状況について説明しま

す。議案書１０ページからになります。 

議案に沿ってそれぞれの施設所管担当者から報告いたします。 

それでは、令和元年度八雲町公民館利用状況について報告します。議案書１２ページを

お開きください。 

まず、八雲町公民館利用状況ですが、八雲町公民館は社会教育課主催事業、各種団体の

活動、教育委員会及び町の会議、一般団体に利用されております。 

上段の表の右下にあります年度別利用状況推移の欄にありますように、全体の利用件数

は２千４８９件で前年度対比２０２件の減であり、利用人数は２万８千５８３人で前年度

対比４千１００人の減でした。 

今年２月下旬に新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、北海道で緊急事態宣言が出

されたことにより、定期的に利用していた多くの団体が活動を自粛したため、この時期の

利用については前年度の実績と比較して１千４００人ほど減少しております。 

また、下段の表で使用料が有料、半額減免、無料となる団体ごとに分けて記載していま

すが、特に半額減免となる利用が大きく減少しております。これは、前年度利用していた

団体が公民館を利用しなくなったことや、利用回数が減少したこと、各団体の１回あたり

の出席者数の減によるものと考えられます。 

前のページに戻りまして、１１ページの公民館の部屋別利用状況はその内訳となってお

りますが、前年度同様に展示室の利用が一番多く、ダンスや舞踊、子どもの体験活動など

を目的とする団体がほぼ毎日利用しており、小学生から高齢者まで幅広い層に利用されて

います。 

続きまして、議案書１３ページをお開きください。令和元年度町民センター利用状況に

ついて報告いたします。 

町民センターは、社会教育課主催事業、各種団体の活動、発表会、演奏会、コンサート

などの催しなどで利用されております。 

下段の表の右下にありますように、年度別利用状況は３２４件で前年度対比２１件減の

であり、利用人数は１万２千３５５人で前年度対比２千人の増加でした。 

前年度と比較しますと、公民館と同様に３月の利用はかなり減少しておりますが、半額

減免区分でコンサートの開催などで利用者が増加しており、無料区分においては町民セン

ターロビーが、４月と７月の２回実施された選挙の投票所として利用されたことにより、

利用者数が増加しております。 

続きまして、議案書１４ページをお開きください。令和元年度郷土資料館及び木彫り熊

資料館の入館者数について報告いたします。 

上段の表の中央にある合計の欄にありますように入館者数の総数は５千７１８人でした。 

中段の表で、年度別の入館者数の推移を記載しておりますが、令和元年度の入館者数は



前年度対比４９８人の増加となっております。円グラフにありますように、入館者の内訳

は、地域別では道内の入館者が最も多く、全体の５３パーセントを占めております。前年

度よりもバスツアーなど団体で来館する道内の方が増えてきており、増加していると考え

られます。また、最近は八雲を訪れている外国の方の来館も増えている状況です。 

また、両資料館では、令和元年度の企画展として下段の表にありますとおり、７つの企

画展を開催し、八雲町の歴史や文化財をはじめ、広範囲にわたって紹介する展示を行って

おります。表の最下段は、梅雲亭で開催した企画展です。 

続きまして議案書１５ページをお開きください。令和元年度梅村庭園入園者数について

報告いたします。 

上段の表の中央にある合計の欄にありますように、入園者の総数は７千６８０人でした。

梅村庭園は１月から３月は休園としている施設ですが、２月から３月にかけて梅村庭園で

ひな人形展示を開催するため、梅村亭を臨時開館しております。２月・３月の入園者数は

前年度の半数程度でした。 

中段の表で年度別の入園者の推移を記載しておりますが、冬季の入園者は減少したもの

の、前年度対比５１９名の増加でした。これは、郷土資料館・木彫り熊資料館の入館者が

梅村庭園もあわせて訪れることが多いため、郷土資料館の入館者の増加と関係していると

考えられます。梅村庭園は町内の方の入園が半数以上ではありますが、道外の方の利用も

増加しています。 

下段の表にあります梅雲亭利用者数は、茶道、展示、写真撮影などのために、部屋を使

用している団体等による利用の入館者数を集計したもので、２９件、１千８００人でした。

件数・利用者数ともに前年度より増加しております。 

○図書館管理係長 教育長。 

○教育長 図書館長。 

○図書館管理係長 １６ページ、１７ページの図書館資料、令和元年度実績統計について

説明いたします。まず、１６ページ図書館統計のまとめですが、貸出冊数７万２千５５５

冊、利用者数１万６千５９１名といずれも前年度比減となっておりますが、人口数推移ほ

か昨年１１月からのインフルエンザ、２月より顕在化してきた新型コロナウイルスへの危

機管理といった外出行為の自粛に影響する要因も、少なからず反映したものと考えており

ます。 

登録者１万３千６１名は、新規登録者増数及び町外転出・死亡等による減数との相殺減

となっております。蔵書冊数１１万７千６３２冊につきましても、購入冊数と除籍冊数の

相殺結果となりますが、書庫収容冊数の限界から保存年限精査の上、除籍整理をした事も

あり前年度比減となっております。雑誌・ＡＶ資料につきましては、相殺結果として増と

なっております。 

資料費６３７万７千円につきましては、予算に基づく執行額で、寄付財源の充当もあり

前年度比増となる決算値であります。 

１７ページにつきましては、施設利用の状況となります。貸館等利用件数として２階集

会室は１３２件、１千１４３名で、人数についてはマイナス３７名の前年度比減となって

おります。同じく２階視聴覚ホールは１１２件、１千４７１名で、件数・人数共に前年度

比減となっております。１階ホールでの展示利用は１９件でマイナス１件の前年度比減と



なっております。 

年度末にかけまして、２月末からの新型コロナウイルス感染予防対策として主催行事を

中止してきたこと、併せて３月、２階視聴覚ホールのエアコン設備に故障が生じ、室内使

用不可となったことなども減数に反映されたもの思われます。 

以上、図書館関係につきましての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 体育施設の利用状況についてご報告いたします。資料１８ページと１９ペー

ジをお開きください。 

体育課では、町民のスポーツ拠点である総合体育館をはじめ、２つの屋内施設と４つの

屋外施設を管理しております。 

令和元年度の各体育施設利用状況は、一部施設で利用者増となっている部分はあるもの

の、新型コロナウイルスの流行に伴い利用者が減少しています。平成３０年度には、胆振

東部地震によるブラックアウトがあり、２年連続での利用者減少となっていますが、これ

らの影響がなければ人口減少の影響により漸減傾向はあるものの、例年とほぼ同様の利用

者数になったものと思われます。 

 それでは、各施設の利用状況詳細についてご説明いたします。 

 始めに１８ページ上段の総合体育館についてですが、令和元年度は３万５千２０人で前

年度比約９千６００人の減少となっています。 

減少の理由は、新型コロナウイルスによる学生の利用や団体活動の自粛、クラスター発

生が危惧されていたトレーニング室を利用禁止としたことに加え、８月から９月にかけて

行ったアリーナ床の改修工事のため、約１か月間のアリーナ使用を中止したことによるも

のです。利用者の傾向としましては、男性の利用が約６割と男性利用者の方が多いという

傾向にあります。最近の傾向としては、昨今の健康ブームに後押しされ利用者全体数の約

１４パーセント、一般開放の利用者だけでは約７０パーセントの方が、トレーニング室を

利用している状況にあり、トレーニング機器の需要は非常に高く、昭和５３年開館以来使

用しているトレーニング機器の更新を検討している状況です。また、ランニングやバドミ

ントン、スポンジテニスといった個人や少人数で活動できる種目での利用が多く、少年団

や部活動、一般成人団体が組織されているバスケットボールの団体活動日以外での個人練

習利用が多い状況となっています。 

 次に１８ページ下段の温水プールは、１万９千２８４人の利用で、このうち約３千８０

０人は学校水泳授業での利用となっております。プールについても、新型コロナウイルス

流行による活動自粛が原因で、前年度比約３千人の減少となっております。利用者の傾向

としては、６０歳以上の利用が約３２パーセントあり、健康づくりのため歩行などの水中

運動での利用が多くなってきております。また、有料利用者の６０パーセントが女性であ

り、特に６０歳以上では、約８割が女性の利用者となっております。プール使用料は、昨

年度は２２０万６千円で前年と比較し、約１５パーセント減となっております。 

 次に１９ページ上段をご覧ください。 

屋外施設は、総合体育館に隣接するナイター設備を備えた運動公園、主に陸上やサッカ



ーで利用される大新スポーツ公園、落部地域住民と協働で管理している落部多目的グラウ

ンドの３つの施設があります。これら屋外施設は、４月下旬から１１月までの開放を実施

しており、新型コロナウイルスの影響がなかったことから、天候や大会数の関係で多少の

増減はあるものの、例年とほぼ同様の利用状況であると分析しております。 

 なお、運動公園テニスコートの利用が平成３０年度に半減した理由は、八雲中学校にテ

ニスコート２面が整備されたことにより、八雲中学校テニス部の活動が中学校を利用する

ようになったことによるものです。 

 次にスキー場についてです。昨年度は北海道全体として積雪が少なく、一部のスキー場 

では、シーズンを通じて閉鎖したスキー場もありました。八雲町営スキー場においても、 

積雪不足により開設が１月１０日までずれ込み、オープン後もゲレンデ状況が悪く、一部 

滑走制限やリフト運行時間を短縮して開放を実施したことに加え、新型コロナウイルスの 

影響から輸送人員が約５万４千人、リフト売り上げが約２２０万円と、利用者・リフト券 

売り上げともに大幅に減少しています。 

なお、町営スキー場では、町内と近隣町の学校スキー授業での利用もあり、スキー場利

用者は、リフトに乗車した輸送人員での集計となっています。 

 最後に、１９ページ下段は、町内の６５歳以上の方を対象に八雲及び熊石にあるパーク 

ゴルフ場、プール、スキー場を１年間利用できる共通利用券についてですが、全体で２０ 

８名の方が購入され、それぞれの施設を利用されています。 

 以上、体育課所管施設の利用状況についての報告とさせていただきます。 

○熊石教育事務所長 教育長。 

○教育長 熊石教育事務所長。 

○熊石教育事務所長 引き続き、令和元年度ひらたないスキー場利用状況についてご説明

いたします。議案書２０ページでございます。 

先程の体育課と同様に、極端な雪不足により開設日数が大幅に減少し、最終的に３日間

のみの開設で、施設利用として４２名の利用に終わったところです。 

 次に議案書２１ページの令和元年度学校開放事業の利用状況です。 

 旧泊川小学校と熊石中学校の２施設での開設で、空手スポーツ少年団と卓球の活動充実

により、５団体合計で４千１９人が利用し、前年度より７００人以上が増加しております。

今年度につきましては、新型コロナウイルスの影響で６月まで活動休止ということでござ

いまして、現在新型コロナウイルス感染防止対策を行った中で、学校開放事業もスポーツ

少年団の活動だけを実施している状況でございます。 

最後に議案書２２ページで、熊石歴史記念館の入館者数の実績でございます。開設期間

４月から１０月までです。３０年度は団体ツアー・バスツアーで４回程利用されましたが、

元年度は残念ながら団体利用される機会がございませんでしたので、入場者数は減少して

おります。 

今年度は、３千７００万円をかけて施設の改修を行い、改めて入館者の増加を目指して

おります。 

以上、報告第２号令和元年度八雲町教育関係施設の利用状況についての説明とさせてい

ただきます。 

よろしくお願いいたします。 



○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

○松永委員 教育長。 

○教育長 松永委員。 

○松永委員 現在、静かな木彫り熊ブームという話がありますが、そういった部分は数字

に影響があるのでしょうか。 

○社会教育課長 教育長。 

○教育長 社会教育課長。 

○社会教育課長 松永委員から木彫り熊ブームという話がありましたが、色々な雑誌にと

りあげられたり、テレビの取材を受けたりという場面も増えてきておりまして、道内のみ

ならず、道外の方にも木彫り熊が浸透してきているのかなと思っております。郷土資料館・

木彫り熊資料館の入館者数が増えた要因としても、一概に何を観ての影響かはわからない

のですが、道内の入館者が増えている部分、またアンケート取らせていただいておりまし

て、その内容からも木彫り熊を観たくて来館したという記述もありますので、少なからず

木彫り熊と言えば八雲町というような部分が浸透し、そのことが八雲町に行ってみようと

いうことにつながっているのではないかと考えております。 

○松永委員 教育長。 

○教育長 松永委員。 

○松永委員 町づくりの基盤になりそうな気もしますので、より一層充実させてほしいと

思います。 

それと、もう 1 点。先ほどの説明で、国外の方も来町しているということがありました

が、町内・道内・道外と分けて統計と取っているようですが、国外という項目があっても

いいのではないでしょうか。 

○社会教育課長 教育長。 

○教育長 社会教育課長。 

○社会教育課長 海外の方が、資料館を訪れるようになったのが増えてきたのは昨年度か

らで、昨年度途中から入館された方に任意ではありますが、どこの国からおいでになりま

したかと確認させていただいております。その中で、海外の方と言いましても、実は国内

に住んでいる方もおりまして、わざわざ木彫り熊を観に海外から来町したということでは

ないにしても、日本人ではない方も興味を持ってくださっている方も増えているようです

ので、この辺りも分かる範囲で数字的に注視していこうと考えております。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

○福田委員 教育長。 

○教育長 福田委員。 

○福田委員 体育館のトレーニング室利用の方々ですが、主にどのような方々が利用して

いるのでしょうか。継続利用の方が多いのでしょうか。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 福田委員のご質問ですが、継続的に利用されている方が多いようです。また、

最近は若い方から年配の方まで年代を問わず幅広く利用していること、新幹線の工事で現

在当町に在住している方々が休日を利用して体を動かすという傾向が多く、トレーニング



室が満員の状態で、特に朝９時から１０時くらいまでの時間帯と夕方は利用待ちをしてい

る状況で使用していただいております。 

○教育長 ただ、現在は使えない状況なのですね。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために２月末からトレーニング

室の利用は、中止させていただいております。利用者の方々からは、早く利用させてほし

いという要望はあったのですが、当館のトレーニング室が狭いという状況もあり、利用す

る方々の中からも不安の声もあり、一刻も早く終息することを願っている状況です。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

○羽田委員 教育長。 

○教育長 羽田委員。 

○羽田委員 １６ページの図書館統計のまとめについてですが、書籍の児童書蔵書冊数が

令和元年度で千冊以上減少して、書物の保管の部分でという説明もありましたが、来年度

以降も、この冊数は千冊程度減っていくのでしょうか。 

○図書館管理係長 教育長。 

○教育長 図書館管理係長。 

○図書館管理係長 例年蔵書点検ということで、９月に検査させていただいていて除籍を

しております。昨年度は、除籍する本を保管する場所に相当数詰め込んでいる状態でして、

概ね５年を保存年限として除籍することとしています。昨年度は多少除籍冊数は多かった

のですが、今年度・来年度に向けてもある程度整理しつつ新しい書籍も入れられるように

整理をしていこうと思っております。こちらについては、結果としてあまり冊数は変わら

ないかもしれませんが、ここ何年かにつきましては書庫スペースの確保に向け、除籍精査

を進めると思いますが、数値の増減予想はつきませんので、報告の場で結果として公表さ

せていただきたいと思います。 

○羽田委員 教育長。 

○教育長 羽田委員。 

○羽田委員 一般書より児童書の方が減少数が大きかったので、児童書の方が必要なくな

る比率が高い理由があるのかの確認で質問させてもらいました。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

○福田委員 教育長。 

○教育長 福田委員。 

○福田委員 施設共通利用券について質問なのですが、どの程度の方が購入し、どの程度

の方が利用しているのでしょうか。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 福田委員質問の施設共通利用券ですが、年度の利用が原則となっております

ので、春に購入する方が多いということで、スキー場での購入はスキー場しか利用しない

方が購入しているという状況になります。また、昨年２０８名の方が施設共通利用券を購

入されておりますが、ほとんどの方がパークゴルフ場だけですとか購入された施設を中心



に多く利用されている傾向がございます。そのうち、特にプールに関しましては、天候の

悪い日だったり、仲間で時々プールを使用されたりだとかで継続してプールを利用されて

いる方が多い分析結果が出ております。 

○福田委員 教育長。 

○教育長 福田委員。 

○福田委員 施設共通利用券は、どのくらいお得なのでしょうか。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 施設共通利用券につきましては、１万８００円で購入ができるということで、

例えば温水プールでは、３か月券しかないのですが、シーズンを通して購入すると２万４

千円程度で１万４千円ほどお得になるので、この券を購入する方が多いです。パークゴル

フ場につきましても、シーズンを通して１万２千円程度だったかと思いますので、シーズ

ン券を購入するよりもお得に購入できるということで、６５歳を迎える年から購入できる

ということで、高齢者事業の一環として準備している券になります。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

○神原委員 教育長。 

○教育長 神原委員。 

○神原委員 今説明のあった施設共通利用券は、八雲・熊石どこの施設でも利用できるの

でしょうか。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 購入された方については、どこの施設でも利用できます。パークゴルフ場は、

パノラマパーク、遊楽部公園、熊石のパークゴルフ場いずれの施設でも利用できます。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、報告第２号は報告済みといたします。 

 

◎日程第６ 報告第３号 

〇教育長 日程第６ 報告第３号「令和元年度八雲町立中学校卒業生の進路決定状況につ

いて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

〇学校教育課長 教育長。 

〇教育長 学校教育課長。 

〇学校教育課長 報告第３号令和元年度八雲町立中学校卒業生の進路決定状況について 

説明いたします。議案書２３ページからになります。 

具体の進路状況について、議案書２４ページをご覧願います。まず、八雲高校への進学

者については、普通科へ６７名、総合ビジネス科へ６名、合計７３名が進学しております。

八雲高校への進学率は、５９．３パーセントとなっており、前年度の６１．８パーセント

と比較すると２．５パーセントの減となっております。 

八雲高校以外の国公立の高校へは３０名が進学しており、私立高校へは１９名が進学し

ております。前年度は、国公立高校に３４名、私立高校に１７名の進学となっておりまし



た。 

私立高校への進学者は、一般入試のほかバスケットボールやサッカー、野球など各種部

活動での活躍により推薦入学をした生徒も多数おります。 

その他、下から２行目の家事手伝いについては、実家の漁業に従事した者が１名となっ

ております。 

以上、報告第３号令和元年度八雲町立中学校卒業生の進路決定状況についての説明とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○松永委員 教育長。 

○教育長 松永委員。 

〇松永委員 熊石中学校から八雲高校に進学が７名は多いと感じたのですが、何か理由が

あるのでしょうか。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 松永委員ご質問のとおり、昨年、一昨年は熊石中学校から八雲高校への

進学者は０名でした。今年は７名になったということで、その要因を熊石中学校に確認し

てみたところ、今までも継続して行っていた通学費補助なのですが、進学した７名の生徒

は全員バスを利用して通学しております。 

 バス通学に関しては、定期代が１か月往復で３万円程度かかるところ、町から２万円の

助成をしているということがありました。これまでは、熊石中学校からは江差高校に進学

する生徒が多かったのですが、江差高校に進学する場合については、江差町からの助成は

ないということになっています。 

 おそらく、町からの金銭的な助成が大きな要因ではないかと考えています。 

○教育長 よろしいでしょうか。他に質問はございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、報告第３号は報告済みといたします。 

 

◎日程第７ 報告第４号 

〇教育長 日程第７ 報告第４号「令和元年度八雲高等学校卒業生の進路決定状況につい

て」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

〇学校教育課長 教育長。 

〇教育長 学校教育課長。 

〇学校教育課長 報告第４号令和元年度八雲高等学校卒業生の進路決定状況について説明

いたします。議案書２５ページからになります。 

２６ページには、進路の決定状況の集計を、２７ページには進路先の一覧を掲載してご

ざいます。 

具体の進路状況について、２７ページをご覧願います。まずこの表の見方ですが、Ｒ１

欄は令和元年度の卒業生の状況となってございまして、人数欄は令和元年度を含めた過去

３か年の人数となってございます。 

令和元年度卒業生の進学状況ですが、大学については国公立では札幌市立大学、北海道

教育大学函館校、都留文科大学及び弘前大学にそれぞれ１名が進学しております。私立大



学には２６名が進学しております。短期大学には８名、看護学校には２名、専修学校・各

種学校には２４名が進学しております。 

就職状況につきまして、公務員は航空自衛隊、陸上自衛隊及び北海道職員がそれぞれ１

名、北海道警察及び八雲町職員がそれぞれ２名となっております。民間企業については、

記載のとおり町内外あわせて１４名となっており、公務員、民間企業あわせて２１名が就

職してございます。 

以上、報告第４号令和元年度八雲高等学校卒業生の進路決定状況についての説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、報告第４号は報告済みといたします。 

 

◎日程第８ その他 

○教育長 日程第８ その他ですが、事務局から何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

 

◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま

した。これをもちまして、令和２年第１１回教育委員会会議を閉会いたします。大変お疲

れ様でした。 

     【閉会  午後２時５２分】 

 

 


